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平成２９年５月１２日 

各 位 

会 社 名 都 築 電 気 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 江森  勲 

（コード番号 ８１５７ 東証第２部） 

問合せ先 執 行 役 員 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾘｽｸ管理部長 鈴木 康史 

（ＴＥＬ．０３－６８３３－７７０２） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２９年６月２８日開催

の第７７回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１．定款変更の理由 

(1) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を

改正する法律（平成２７年法律第７３号）」が平成２７年９月３０日に施行され、特定労

働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、第２条（目的）の一部

を変更するものであります。 

(2) 代表取締役が複数名の場合に機動性を持たせるため、現行定款第１５条（招集権者およ

び議長）、第２５条（取締役会の招集権者および議長）の一部を変更するものでありま

す。 

 

２．定款変更の内容 

変更内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成２９年６月２８日（水曜日） 

定款変更の効力発生日       平成２９年６月２８日（水曜日） 

以 上 
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別紙 
 （下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目 的） （目 的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする 
第２条  （現行どおり） 

＜(１) ～ (８) 省略＞ ＜(１) ～ (８) 省略＞ 

  

(９) 一般・特定労働者派遣事業 (９)  労働者派遣事業 

  

＜(10)  ～ (12)  省略＞ ＜(10)  ～ (12)  省略＞ 

  

  

（招集権者および議長） （招集権者および議長） 

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役会の決議によ
って取締役社長が招集する。取締役
社長に事故があるときは、あらかじ
め取締役会において定めた順序によ
り、他の取締役が招集する。 

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、代表取締役会長また
は代表取締役社長のうち、あらかじ
め取締役会の決議によって定めた者
が招集する。招集権者に事故がある
ときは、あらかじめ取締役会におい
て定めた順序により、他の取締役が
招集する。 

２ 株主総会においては、取締役社長が
議長となる。取締役社長に事故があ
るときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役
が議長となる。 

２ 株主総会においては、代表取締役会
長または代表取締役社長のうち、あ
らかじめ取締役会の決議によって定
めた者が議長となる。議長となるべ
き者に事故があるときは、あらかじ
め取締役会において定めた順序によ
り、他の取締役が議長となる。 

  

  
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長） 

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き取締役社長が招集し、
議長となる。取締役社長に事故があ
るときは、あらかじめ取締役会にお
いて定めた順序により、他の取締役
が招集し、議長となる。 

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き代表取締役会長または
代表取締役社長のうち、あらかじめ
取締役会の決議によって定めた者が
招集し、議長となる。 

２ 前項に定める者に事故があるとき
は、あらかじめ取締役会において定
めた順序により、他の取締役が招集
し、議長となる。 

  

 


